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関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）

国
内
消
費
量
の
統
計

（
国
内
消
費
量
の
統
計
）

（

）

第
七
条
の
二

令
第
十
五
条
（
国
内
消
費
量
の
統
計
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
統
計
は

第
七
条
の
二

令
第
十
五
条
（
国
内
消
費
量
の
統
計
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
統
計
は

、
次
に
掲
げ
る
農
林
水
産
省
又
は
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
に
お
い
て
作
成
す
る
統

、
次
に
掲
げ
る
農
林
水
産
省
又
は
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
に
お
い
て
作
成
す
る
統

計
と
す
る
。

計
と
す
る
。

一

酪
農
品
の
需
給
動
向

一

酪
農
品
の
需
給
動
向

二

米
穀
の
国
内
消
費
仕
向
量
の
動
向

二

米
穀
の
国
内
消
費
仕
向
量
の
動
向

三

で
ん
粉
総
合
需
給
表

三

で
ん
粉
総
合
需
給
表

四

生
糸
需
給
動
向
調
査

四

食
肉
流
通
統
計

五

農
林
水
産
省
食
肉
流
通
統
計

五

食
肉
保
管
状
況
調
査

六

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
在
庫
調
査

（
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
加
工
又
は
製
造
の
指
定
）

（
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
加
工
又
は
製
造
の
指
定
）

第
九
条

令
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
は
、

第
九
条

令
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
は
、

法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
該
当
す
る
関

法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
該
当
す
る
関

税
定
率
法
別
表
の
項
が
当
該
物
品
の
原
料
又
は
材
料
（
令
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
物

税
定
率
法
別
表
の
番
号
の
項
が
当
該
物
品
の
原
料
又
は
材
料
（
令
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

品
を
生
産
し
た
国
又
は
地
域
が
原
産
地
と
さ
れ
る
物
品
を
除
く
。
）
の
該
当
す
る
同
表
の
項
と

当
該
物
品
を
生
産
し
た
国
又
は
地
域
が
原
産
地
と
さ
れ
る
物
品
（
別
表
に
お
い
て
「
原
産
品
」

異
な
る
こ
と
と
な
る
加
工
又
は
製
造
（
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
に
お
い
て
「
非
原
産
品
」
と
い
う
。
）
に

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
加
工
又
は
製
造
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
輸
送
又
は
保
存
の
た
め
の
乾
燥

限
る
。
）
の
該
当
す
る
同
表
の
番
号
の
項
と
異
な
る
こ
と
と
な
る
加
工
又
は
製
造
（
別
表
の
中

、
冷
凍
、
塩
水
漬
け
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
操
作
、
単
な
る
切
断
、
選
別
、
瓶
、
箱
そ
の
他

欄
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
加
工
又
は
製
造
）
と
す
る

こ
れ
ら
に
類
す
る
包
装
容
器
に
詰
め
る
こ
と
、
改
装
、
仕
分
け
、
製
品
又
は
包
装
に
マ
ー
ク
を

。
た
だ
し
、
輸
送
又
は
保
存
の
た
め
の
乾
燥
、
冷
凍
、
塩
水
漬
け
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
操

付
け
又
は
ラ
ベ
ル
そ
の
他
の
表
示
を
張
り
付
け
若
し
く
は
添
付
す
る
こ
と
、
非
原
産
品
の
単
な

作
、
単
な
る
切
断
、
選
別
、
瓶
、
箱
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
包
装
容
器
に
詰
め
る
こ
と
、
改
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る
混
合
、
単
な
る
部
分
品
の
組
立
て
及
び
セ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
か
ら
成
る
操
作

装
、
仕
分
け
、
製
品
又
は
包
装
に
マ
ー
ク
を
付
け
又
は
ラ
ベ
ル
そ
の
他
の
表
示
を
張
り
付
け
若

を
除
く
。

し
く
は
添
付
す
る
こ
と
、
非
原
産
品
の
単
な
る
混
合
、
単
な
る
部
分
品
の
組
立
て
及
び
セ
ッ
ト

に
す
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
か
ら
成
る
操
作
を
除
く
。

新

規
）

２

前
項
の
規
定
の
適
用
上
、
関
税
定
率
法
別
表
第
五
十
類
か
ら
第
六
十
三
類
ま
で
に
該
当
す
る

（

物
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
非
原
産
品
か
ら
の
加
工
又
は
製
造
（
同

項
に
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
同
項
に
定
め
る
加
工
又
は
製

造
に
該
当
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
非
原
産
品
の
総
重
量
が
当
該
物
品
の
総

重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
品
か
ら
の
加
工
又
は
製
造
が
同
項
に

定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
該
当
す
る
か
否
か
は
考
慮
し
な
い
も
の
と
す
る
。

新

規
）

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
上
、
異
な
る
材
料
か
ら
成
る
物
品
、
異
な
る
構
成
要
素
で
作
ら
れ
た

（

物
品
及
び
小
売
用
の
セ
ッ
ト
に
し
た
物
品
に
あ
つ
て
は
、
関
税
定
率
法
別
表
の
関
税
率
表
の
解

釈
に
関
す
る
通
則
３
に
よ
り
同
表
に
お
け
る
当
該
物
品
の
所
属
が
決
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当

該
所
属
に
基
づ
い
て
、
同
項
に
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
該
当
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
。
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別
表
（
第
九
条
関
係
）

別
表
（
第
九
条
関
係
）

関
税
定
率
法

原
産
品
と
し
て
の
資
格

関
税
定
率
法

原
産
品
と
し
て
の
資
格

生

産

さ

れ

た

物

品

生

産

さ

れ

た

物

品

別
表
の
番
号

を
与
え
る
た
め
の
条
件

別
表
の
番
号

を
与
え
る
た
め
の
条
件

第
二
類

肉
及
び
食
用
の
く
ず
肉

第
一
類
又
は
第
二
類
に

第
二
類

肉
及
び
食
用
の
く
ず
肉

原
産
品
で
あ
る
第
一
類

該
当
す
る
物
品
以
外
の

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

物
品
か
ら
の
製
造
（
加

の
製
造
（
加
工
を
含
む

工
を
含
む
。
以
下
こ
の

。
以
下
こ
の
表
に
お
い

表
に
お
い
て
同
じ
。
）

て
同
じ
。
）

第
三
類

魚
並
び
に
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
及
び
そ
の
他
の
水

第
三
類
に
該
当
す
る
物

第
三
類

魚
並
び
に
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
及
び
そ
の
他
の
水

原
産
品
で
あ
る
第
三
類

棲
無
脊
椎
動
物

品
以
外
の
物
品
か
ら
の

棲
無
脊
椎
動
物

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

せ
い

せ
き
つ
い

せ
い

せ
き
つ
い

製
造

の
製
造

第
四
類

酪
農
品
、
鳥
卵
、
天
然
は
ち
み
つ
及
び
他
の
類
に

第
四
類

酪
農
品
、
鳥
卵
、
天
然
は
ち
み
つ
及
び
他
の
類
に

該
当
し
な
い
食
用
の
動
物
性
生
産
品
（
第
○
四

該
当
し
な
い
食
用
の
動
物
性
生
産
品
（
第
○
四

・
一
○
項
に
該
当
す
る
物
品
を
除
く
。
）

・
一
○
項
に
該
当
す
る
物
品
を
除
く
。
）

⑴

殻
付
き
で
な
い
鳥
卵
及
び
卵
黄
（
生
鮮
の

殻
付
き
で
な
い
鳥
卵
及
び
卵
黄
（
生
鮮
の

⑴

も
の
及
び
乾
燥
、
蒸
気
又
は
水
煮
に
よ
る

も
の
及
び
乾
燥
、
蒸
気
又
は
水
煮
に
よ
る

調
理
、
成
型
、
冷
凍
そ
の
他
保
存
に
適
す

調
理
、
成
型
、
冷
凍
そ
の
他
保
存
に
適
す

る
処
理
を
し
た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

る
処
理
を
し
た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

砂
糖
そ
の
他
の
甘
味
料
を
加
え
て
あ
る
か

砂
糖
そ
の
他
の
甘
味
料
を
加
え
て
あ
る
か

な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
の
う
ち

な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
の
う
ち

卵
黄
以
外
の
も
の
（
乾
燥
し
た
も
の
以

第
四
類
に
該
当
す
る
物

卵
黄
以
外
の
も
の
（
乾
燥
し
た
も
の
以

原
産
品
で
あ
る
第
○
四

外
の
も
の
に
限
る
。
）

品
以
外
の
物
品
か
ら
の

外
の
も
の
に
限
る
。
）

・
○
七
項
に
該
当
す
る

製
造

物
品
か
ら
の
製
造

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
四
類
に
該
当
す
る
物

⑵

そ
の
他
の
も
の

原
産
品
で
あ
る
第
四
類

品
以
外
の
物
品
か
ら
の

に
該
当
す
る
物
品
か
ら
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製
造

の
製
造

第
七
類

食
用
の
野
菜
、
根
及
び
塊
茎

第
七
類
に
該
当
す
る
物

第
七
類

食
用
の
野
菜
、
根
及
び
塊
茎

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

品
以
外
の
物
品
か
ら
の

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

製
造

の
製
造

第
八
類

食
用
の
果
実
及
び
ナ
ッ
ト
、
か
ん
き
つ
類
の
果
皮

第
八
類
に
該
当
す
る
物

第
八
類

食
用
の
果
実
及
び
ナ
ッ
ト
、
か
ん
き
つ
類
の
果
皮

原
産
品
で
あ
る
第
八
類

並
び
に
メ
ロ
ン
の
皮

品
以
外
の
物
品
か
ら
の

並
び
に
メ
ロ
ン
の
皮

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

製
造

の
製
造

第
一
一
類

穀
粉
、
加
工
穀
物
、
麦
芽
、
で
ん
粉
、
イ
ヌ
リ
ン

第
七
類
、
第
八
類
、
第

第
一
一
類

穀
粉
、
加
工
穀
物
、
麦
芽
、
で
ん
粉
、
イ
ヌ
リ
ン

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

及
び
小
麦
グ
ル
テ
ン

一
○
類
又
は
第
一
一
類

及
び
小
麦
グ
ル
テ
ン

、
第
八
類
又
は
第
一
○

に
該
当
す
る
物
品
以
外

類
に
該
当
す
る
物
品
か

の
物
品
か
ら
の
製
造

ら
の
製
造

一
二
・
○
八

採
油
用
の
種
又
は
果
実
の
粉
及
び
ミ
ー
ル
（
マ
ス

第
一
二
類
に
該
当
す
る

一
二
・
○
八

採
油
用
の
種
又
は
果
実
の
粉
及
び
ミ
ー
ル
（
マ
ス

原
産
品
で
あ
る
第
一
二

タ
ー
ド
の
粉
及
び
ミ
ー
ル
を
除
く
。
）

物
品
以
外
の
物
品
か
ら

タ
ー
ド
の
粉
及
び
ミ
ー
ル
を
除
く
。
）

類
に
該
当
す
る
物
品
か

の
製
造

ら
の
製
造

一
二
・
一
二

海
草
そ
の
他
の
藻
類
、
ロ
ー
カ
ス
ト
ビ
ー
ン
、
て

一
二
・
一
二

海
草
そ
の
他
の
藻
類
、
ロ
ー
カ
ス
ト
ビ
ー
ン
、
て

ん
菜
及
び
さ
と
う
き
び
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵

ん
菜
及
び
さ
と
う
き
び
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵

し
、
冷
凍
し
又
は
乾
燥
し
た
も
の
に
限
る
も
の
と

し
、
冷
凍
し
又
は
乾
燥
し
た
も
の
に
限
る
も
の
と

し
、
粉
砕
し
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

し
、
粉
砕
し
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

並
び
に
主
と
し
て
食
用
に
供
す
る
果
実
の
核
及
び

並
び
に
主
と
し
て
食
用
に
供
す
る
果
実
の
核
及
び

仁
そ
の
他
の
植
物
性
生
産
品
（
チ
コ
リ
ー
（
キ
コ

仁
そ
の
他
の
植
物
性
生
産
品
（
チ
コ
リ
ー
（
キ
コ

リ
ウ
ム
・
イ
ン
テ
ュ
ブ
ス
変
種
サ
テ
ィ
ヴ
ム
）
の

リ
ウ
ム
・
イ
ン
テ
ュ
ブ
ス
変
種
サ
テ
ィ
ヴ
ム
）
の

根
で
い
つ
て
な
い
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
他
の

根
で
い
つ
て
な
い
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
他
の

項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

⑴

主
と
し
て
食
用
に
供
す
る
果
実
の
核
及
び

第
七
類
、
第
八
類
又
は

⑴

主
と
し
て
食
用
に
供
す
る
果
実
の
核
及
び

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

仁
そ
の
他
の
植
物
性
生
産
品

第
一
二
類
に
該
当
す
る

仁
そ
の
他
の
植
物
性
生
産
品

又
は
第
八
類
に
該
当
す

物
品
以
外
の
物
品
か
ら

る
物
品
か
ら
の
製
造

の
製
造



- -5

⑵

こ
ん
に
や
く
芋
（
ア
モ
ル
フ
ォ
フ
ァ
ル
ス

第
一
二
類
に
該
当
す
る

⑵

こ
ん
に
や
く
芋
（
ア
モ
ル
フ
ォ
フ
ァ
ル
ス

原
産
品
で
あ
る
第
一
二

）
（
切
り
、
乾
燥
し
又
は
粉
状
に
し
た
も

物
品
以
外
の
物
品
か
ら

）
（
切
り
、
乾
燥
し
又
は
粉
状
に
し
た
も

類
に
該
当
す
る
物
品
か

の
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

の
製
造

の
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

ら
の
製
造

一
三
・
○
二

植
物
性
の
液
汁
及
び
エ
キ
ス
、
ペ
ク
チ
ン
質
、
ペ

一
三
・
○
二

植
物
性
の
液
汁
及
び
エ
キ
ス
、
ペ
ク
チ
ン
質
、
ペ

ク
チ
ニ
ン
酸
塩
、
ペ
ク
チ
ン
酸
塩
並
び
に
寒
天
そ

ク
チ
ニ
ン
酸
塩
、
ペ
ク
チ
ン
酸
塩
並
び
に
寒
天
そ

の
他
植
物
性
原
料
か
ら
得
た
粘
質
物
及
び
シ
ッ
ク

の
他
植
物
性
原
料
か
ら
得
た
粘
質
物
及
び
シ
ッ
ク

ナ
ー
（
変
性
さ
せ
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い

ナ
ー
（
変
性
さ
せ
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い

。
）
の
う
ち

。
）
の
う
ち

植
物
性
の
液
汁
及
び
エ
キ
ス

第
一
三
・
○
二
項
に
該

植
物
性
の
液
汁
及
び
エ
キ
ス

第
一
三
・
○
二
項
に
該

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）

寒
天

第
一
二
・
一
二
項
又
は

寒
天

原
産
品
で
あ
る
第
一
二

第
一
三
類
に
該
当
す
る

・
一
二
項
の
海
草
そ
の

物
品
以
外
の
物
品
か
ら

他
の
藻
類
か
ら
の
製
造

の
製
造

一
五
・
○
四

魚
又
は
海
棲
哺
乳
動
物
の
油
脂
及
び
そ
の
分
別
物

一
五
・
○
四

魚
又
は
海
棲
哺
乳
動
物
の
油
脂
及
び
そ
の
分
別
物

せ
い
ほ

せ
い
ほ

（
化
学
的
な
変
性
加
工
を
し
て
な
い
も
の
に
限
る

（
化
学
的
な
変
性
加
工
を
し
て
な
い
も
の
に
限
る

も
の
と
し
、
精
製
し
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な

も
の
と
し
、
精
製
し
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な

い
。
）
の
う
ち

い
。
）
の
う
ち

海
棲
哺
乳
動
物
の
油
脂
及
び
そ
の
分
別
物

第
一
類
又
は
第
一
五
類

海
棲
哺
乳
動
物
の
油
脂
及
び
そ
の
分
別
物

原
産
品
で
あ
る
第
一
類

せ
い
ほ

せ
い
ほ

に
該
当
す
る
物
品
以
外

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

の
物
品
か
ら
の
製
造

の
製
造

一
五
・
一
一

（
省

略
）

一
五
・
一
一

同

上
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第
一
六
類

肉
、
魚
又
は
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
若
し
く
は
そ
の

第
一
六
類

肉
、
魚
又
は
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
若
し
く
は
そ
の

他
の
水
棲
無
脊
椎
動
物
の
調
製
品

他
の
水
棲
無
脊
椎
動
物
の
調
製
品

せ
い

せ
き
つ
い

せ
い

せ
き
つ
い

⑴

牛
の
肉
及
び
く
ず
肉
（
臓
器
及
び
舌
を
除

第
一
類
、
第
二
類
、
第

⑴

牛
の
肉
及
び
く
ず
肉
（
臓
器
及
び
舌
を
除

原
産
品
で
あ
る
第
一
類

く
。
）
の
含
有
量
の
合
計
が
全
重
量
の
三

三
類
、
第
五
類
、
第
一

く
。
）
の
含
有
量
の
合
計
が
全
重
量
の
三

、
第
三
類
又
は
第
一
○

○
％
未
満
の
も
の
（
米
を
含
む
も
の
に
限

○
類
、
第
一
一
類
、
第

○
％
未
満
の
も
の
（
米
を
含
む
も
の
に
限

類
に
該
当
す
る
物
品
か

る
。
）
及
び
い
か
（
調
製
し
又
は
保
存
に

一
六
類
又
は
第
一
九
類

る
。
）
及
び
い
か
（
調
製
し
又
は
保
存
に

ら
の
製
造

適
す
る
処
理
を
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
気

に
該
当
す
る
物
品
以
外

適
す
る
処
理
を
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
気

密
容
器
入
り
以
外
の
米
を
含
む
も
の
に
限

の
物
品
か
ら
の
製
造

密
容
器
入
り
以
外
の
米
を
含
む
も
の
に
限

る
。
）

る
。
）

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
一
類
、
第
二
類
、
第

⑵

そ
の
他
の
も
の

原
産
品
で
あ
る
第
一
類

三
類
、
第
五
類
又
は
第

又
は
第
三
類
に
該
当
す

一
六
類
に
該
当
す
る
物

る
物
品
か
ら
の
製
造

品
以
外
の
物
品
か
ら
の

製
造

一
七
・
○
一

甘
し
や
糖
、
て
ん
菜
糖
及
び
化
学
的
に
純
粋
な
し

第
一
二
類
又
は
第
一
七

一
七
・
○
一

甘
し
や
糖
、
て
ん
菜
糖
及
び
化
学
的
に
純
粋
な
し

原
産
品
で
あ
る
第
一
二

よ
糖
（
固
体
の
も
の
に
限
る
。
）

類
に
該
当
す
る
物
品
以

よ
糖
（
固
体
の
も
の
に
限
る
。
）

類
に
該
当
す
る
物
品
か

外
の
物
品
か
ら
の
製
造

ら
の
製
造

一
七
・
○
二

そ
の
他
の
糖
類
（
化
学
的
に
純
粋
な
乳
糖
、
麦
芽

一
七
・
○
二

そ
の
他
の
糖
類
（
化
学
的
に
純
粋
な
乳
糖
、
麦
芽

糖
、
ぶ
ど
う
糖
及
び
果
糖
を
含
む
も
の
と
し
、
固

糖
、
ぶ
ど
う
糖
及
び
果
糖
を
含
む
も
の
と
し
、
固

体
の
も
の
に
限
る
。
）
、
糖
水
（
香
味
料
又
は
着

体
の
も
の
に
限
る
。
）
、
糖
水
（
香
味
料
又
は
着

色
料
を
加
え
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
人
造
は

色
料
を
加
え
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
人
造
は

ち
み
つ
（
天
然
は
ち
み
つ
を
混
合
し
て
あ
る
か
な

ち
み
つ
（
天
然
は
ち
み
つ
を
混
合
し
て
あ
る
か
な

い
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
カ
ラ
メ
ル

い
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
カ
ラ
メ
ル

⑴

乳
糖
及
び
乳
糖
水

第
四
類
又
は
第
一
七
類

⑴

乳
糖
及
び
乳
糖
水

原
産
品
で
あ
る
第
四
類

に
該
当
す
る
物
品
以
外

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

の
物
品
か
ら
の
製
造

の
製
造

⑵

か
え
で
糖
及
び
か
え
で
糖
水
並
び
に
ハ
イ

第
一
二
類
又
は
第
一
七

⑵

か
え
で
糖
及
び
か
え
で
糖
水
並
び
に
ハ
イ

原
産
品
で
あ
る
第
一
二
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・
テ
ス
ト
・
モ
ラ
セ
ス

類
に
該
当
す
る
物
品
以

・
テ
ス
ト
・
モ
ラ
セ
ス

・
一
二
項
に
該
当
す
る

外
の
物
品
か
ら
の
製
造

物
品
か
ら
の
製
造

⑶

化
学
的
に
純
粋
な
果
糖

第
一
七
・
○
二
項
の
化

⑶

化
学
的
に
純
粋
な
果
糖

第
一
七
・
○
二
項
の
化

学
的
に
純
粋
な
果
糖
以

学
的
に
純
粋
な
果
糖
以

外
の
物
品
か
ら
の
製
造

外
の
物
品
か
ら
の
製
造

⑷

そ
の
他
の
も
の

第
七
類
、
第
八
類
、
第

⑷

そ
の
他
の
も
の

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

一
○
類
、
第
一
一
類
、

、
第
八
類
、
第
一
○
類

第
一
二
類
又
は
第
一
七

又
は
第
一
二
類
に
該
当

類
に
該
当
す
る
物
品
以

す
る
物
品
か
ら
の
製
造

外
の
物
品
か
ら
の
製
造

一
七
・
○
三

糖
み
つ
（
砂
糖
の
抽
出
又
は
精
製
の
際
に
生
ず
る

第
一
二
類
又
は
第
一
七

一
七
・
○
三

糖
み
つ
（
砂
糖
の
抽
出
又
は
精
製
の
際
に
生
ず
る

原
産
品
で
あ
る
第
一
二

も
の
に
限
る
。
）

類
に
該
当
す
る
物
品
以

も
の
に
限
る
。
）

・
一
二
項
に
該
当
す
る

外
の
物
品
か
ら
の
製
造

物
品
か
ら
の
製
造

第
一
八
類

（
省

略
）

第
一
八
類

同

上

一
八
・
○
六

（
省

略
）

一
八
・
○
六

同

上

一
九
・
○
一

麦
芽
エ
キ
ス
並
び
に
穀
粉
、
ひ
き
割
り
穀
粉
、
ミ

一
九
・
○
一

麦
芽
エ
キ
ス
並
び
に
穀
粉
、
ひ
き
割
り
穀
粉
、
ミ

ー
ル
、
で
ん
粉
又
は
麦
芽
エ
キ
ス
の
調
製
食
料
品

ー
ル
、
で
ん
粉
又
は
麦
芽
エ
キ
ス
の
調
製
食
料
品

（
コ
コ
ア
を
含
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
完
全
に

（
コ
コ
ア
を
含
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
完
全
に

脱
脂
し
た
コ
コ
ア
と
し
て
計
算
し
た
コ
コ
ア
の
含

脱
脂
し
た
コ
コ
ア
と
し
て
計
算
し
た
コ
コ
ア
の
含

有
量
が
全
重
量
の
四
○
％
未
満
の
も
の
に
限
る
も

有
量
が
全
重
量
の
四
○
％
未
満
の
も
の
に
限
る
も

の
と
し
、
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
と
し
、
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

及
び
第
○
四
・
○
一
項
か
ら
第
○
四
・
○
四
項
ま

及
び
第
○
四
・
○
一
項
か
ら
第
○
四
・
○
四
項
ま

で
の
物
品
の
調
製
食
料
品
（
コ
コ
ア
を
含
有
す
る

で
の
物
品
の
調
製
食
料
品
（
コ
コ
ア
を
含
有
す
る

も
の
に
あ
つ
て
は
完
全
に
脱
脂
し
た
コ
コ
ア
と
し

も
の
に
あ
つ
て
は
完
全
に
脱
脂
し
た
コ
コ
ア
と
し

て
計
算
し
た
コ
コ
ア
の
含
有
量
が
全
重
量
の
五
％

て
計
算
し
た
コ
コ
ア
の
含
有
量
が
全
重
量
の
五
％

未
満
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
他
の
項
に
該
当

未
満
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
他
の
項
に
該
当
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す
る
も
の
を
除
く
。
）

す
る
も
の
を
除
く
。
）

⑴

麦
芽
エ
キ
ス

第
一
○
類
、
第
一
一
類

⑴

麦
芽
エ
キ
ス

原
産
品
で
あ
る
第
一
○

又
は
第
一
九
類
に
該
当

類
に
該
当
す
る
物
品
か

す
る
物
品
以
外
の
物
品

ら
の
製
造

か
ら
の
製
造

⑵

米
、
小
麦
、
ラ
イ
小
麦
、
大
麦
若
し
く
は

第
四
類
、
第
七
類
、
第

⑵

米
、
小
麦
、
ラ
イ
小
麦
、
大
麦
若
し
く
は

原
産
品
で
あ
る
第
四
類

裸
麦
の
粉
、
ひ
き
割
り
し
た
も
の
、
ミ
ー

八
類
、
第
一
○
類
、
第

裸
麦
の
粉
、
ひ
き
割
り
し
た
も
の
、
ミ
ー

、
第
七
類
、
第
八
類
又

ル
若
し
く
は
ペ
レ
ッ
ト
又
は
で
ん
粉
の
一

一
一
類
又
は
第
一
九
類

ル
若
し
く
は
ペ
レ
ッ
ト
又
は
で
ん
粉
の
一

は
第
一
○
類
に
該
当
す

以
上
を
含
有
す
る
調
製
食
料
品
で
、
こ
れ

に
該
当
す
る
物
品
以
外

以
上
を
含
有
す
る
調
製
食
料
品
で
、
こ
れ

る
物
品
か
ら
の
製
造

ら
の
物
品
の
含
有
量
の
合
計
が
全
重
量
の

の
物
品
か
ら
の
製
造

ら
の
物
品
の
含
有
量
の
合
計
が
全
重
量
の

八
五
％
を
超
え
る
も
の
（
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク

八
五
％
を
超
え
る
も
の
（
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク

ス
及
び
育
児
食
用
又
は
食
餌
療
法
用
の
も

ス
及
び
育
児
食
用
又
は
食
餌
療
法
用
の
も

じ

じ

の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
米
産
品
、
小

の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
米
産
品
、
小

麦
産
品
（
ラ
イ
小
麦
産
品
を
含
む
。
）
、

麦
産
品
（
ラ
イ
小
麦
産
品
を
含
む
。
）
、

大
麦
産
品
（
裸
麦
産
品
を
含
む
。
）
及
び

大
麦
産
品
（
裸
麦
産
品
を
含
む
。
）
及
び

で
ん
粉
の
う
ち
、
で
ん
粉
が
最
大
の
重
量

で
ん
粉
の
う
ち
、
で
ん
粉
が
最
大
の
重
量

を
占
め
る
も
の

を
占
め
る
も
の

⑶

そ
の
他
の
も
の

⑶

そ
の
他
の
も
の

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
五
○
％

第
四
類
、
第
七
類
、
第

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
五
○
％

原
産
品
で
あ
る
第
四
類

( )i

( )i

以
上
の
も
の

八
類
、
第
一
○
類
、
第

以
上
の
も
の

、
第
七
類
、
第
八
類
、

一
一
類
、
第
一
二
類
、

第
一
○
類
又
は
第
一
二

第
一
七
類
又
は
第
一
九

類
に
該
当
す
る
物
品
か

類
に
該
当
す
る
物
品
以

ら
の
製
造

外
の
物
品
か
ら
の
製
造

そ
の
他
の
も
の

第
四
類
、
第
一
○
類
、

そ
の
他
の
も
の

原
産
品
で
あ
る
第
四
類

( )ii

( )ii

第
一
一
類
又
は
第
一
九

又
は
第
一
○
類
に
該
当

類
に
該
当
す
る
物
品
以

す
る
物
品
か
ら
の
製
造
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外
の
物
品
か
ら
の
製
造

一
九
・
○
二

ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
、
マ
カ
ロ
ニ
、
ヌ
ー
ド
ル
、
ラ
ザ

第
一
○
類
、
第
一
一
類

一
九
・
○
二

ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
、
マ
カ
ロ
ニ
、
ヌ
ー
ド
ル
、
ラ
ザ

原
産
品
で
あ
る
第
一
○

ー
ニ
ヤ
、
ニ
ョ
ッ
キ
、
ラ
ビ
オ
リ
、
カ
ネ
ロ
ー
ニ

又
は
第
一
九
類
に
該
当

ー
ニ
ヤ
、
ニ
ョ
ッ
キ
、
ラ
ビ
オ
リ
、
カ
ネ
ロ
ー
ニ

類
に
該
当
す
る
物
品
か

そ
の
他
の
パ
ス
タ
（
加
熱
に
よ
る
調
理
を
し
、
肉

す
る
物
品
以
外
の
物
品

そ
の
他
の
パ
ス
タ
（
加
熱
に
よ
る
調
理
を
し
、
肉

ら
の
製
造

そ
の
他
の
材
料
を
詰
め
又
は
そ
の
他
の
調
製
を
し

か
ら
の
製
造

そ
の
他
の
材
料
を
詰
め
又
は
そ
の
他
の
調
製
を
し

た
も
の
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び

た
も
の
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び

ク
ー
ス
ク
ー
ス
（
調
製
し
て
あ
る
か
な
い
か
を
問

ク
ー
ス
ク
ー
ス
（
調
製
し
て
あ
る
か
な
い
か
を
問

わ
な
い
。
）

わ
な
い
。
）

一
九
・
○
三

タ
ピ
オ
カ
及
び
で
ん
粉
か
ら
製
造
し
た
タ
ピ
オ
カ

第
七
類
、
第
八
類
、
第

一
九
・
○
三

タ
ピ
オ
カ
及
び
で
ん
粉
か
ら
製
造
し
た
タ
ピ
オ
カ

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

代
用
品
（
フ
レ
ー
ク
状
、
粒
状
、
真
珠
形
、
ふ
る

一
○
類
、
第
一
一
類
又

代
用
品
（
フ
レ
ー
ク
状
、
粒
状
、
真
珠
形
、
ふ
る

、
第
八
類
又
は
第
一
○

い
か
す
状
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
形
状
の
も
の

は
第
一
九
類
に
該
当
す

い
か
す
状
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
形
状
の
も
の

類
に
該
当
す
る
物
品
か

に
限
る
。
）

る
物
品
以
外
の
物
品
か

に
限
る
。
）

ら
の
製
造

ら
の
製
造

一
九
・
○
四

穀
物
又
は
穀
物
産
品
を
膨
張
さ
せ
て
又
は
い
つ
て

第
一
○
類
、
第
一
一
類

一
九
・
○
四

穀
物
又
は
穀
物
産
品
を
膨
張
さ
せ
て
又
は
い
つ
て

原
産
品
で
あ
る
第
一
○

得
た
調
製
食
料
品
（
例
え
ば
、
コ
ー
ン
フ
レ
ー
ク

又
は
第
一
九
類
に
該
当

得
た
調
製
食
料
品
（
例
え
ば
、
コ
ー
ン
フ
レ
ー
ク

類
に
該
当
す
る
物
品
か

）
並
び
に
粒
状
又
は
フ
レ
ー
ク
状
の
穀
物
（
と
う

す
る
物
品
以
外
の
物
品

）
並
び
に
粒
状
又
は
フ
レ
ー
ク
状
の
穀
物
（
と
う

ら
の
製
造

も
ろ
こ
し
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
他
の
加
工
穀
物

か
ら
の
製
造

も
ろ
こ
し
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
他
の
加
工
穀
物

（
粉
、
ひ
き
割
り
穀
物
及
び
ミ
ー
ル
を
除
く
。
）

（
粉
、
ひ
き
割
り
穀
物
及
び
ミ
ー
ル
を
除
く
。
）

で
あ
ら
か
じ
め
加
熱
に
よ
る
調
理
そ
の
他
の
調
製

で
あ
ら
か
じ
め
加
熱
に
よ
る
調
理
そ
の
他
の
調
製

を
し
た
も
の
（
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

を
し
た
も
の
（
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）

。
）

一
九
・
○
五

パ
ン
、
ペ
ー
ス
ト
リ
ー
、
ケ
ー
キ
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト

一
九
・
○
五

パ
ン
、
ペ
ー
ス
ト
リ
ー
、
ケ
ー
キ
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト

そ
の
他
の
ベ
ー
カ
リ
ー
製
品
（
コ
コ
ア
を
含
有
す

そ
の
他
の
ベ
ー
カ
リ
ー
製
品
（
コ
コ
ア
を
含
有
す

る
か
し
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
聖
さ
ん
用

る
か
し
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
聖
さ
ん
用

ウ
エ
ハ
ー
、
医
療
用
に
適
す
る
オ
ブ
ラ
ー
ト
、
シ

ウ
エ
ハ
ー
、
医
療
用
に
適
す
る
オ
ブ
ラ
ー
ト
、
シ

ー
リ
ン
グ
ウ
エ
ハ
ー
、
ラ
イ
ス
ペ
ー
パ
ー
そ
の
他

ー
リ
ン
グ
ウ
エ
ハ
ー
、
ラ
イ
ス
ペ
ー
パ
ー
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品

こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
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⑴

ス
イ
ー
ト
ビ
ス
ケ
ッ
ト
及
び
あ
ら
れ
、
せ

第
七
類
、
第
八
類
、
第

⑴

ス
イ
ー
ト
ビ
ス
ケ
ッ
ト
及
び
あ
ら
れ
、
せ

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

ん
べ
い
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
米
菓
並

一
○
類
、
第
一
一
類
又

ん
べ
い
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
米
菓
並

、
第
八
類
又
は
第
一
○

び
に
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
ク
ッ
キ
ー
及
び
ク
ラ

は
第
一
九
類
に
該
当
す

び
に
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
ク
ッ
キ
ー
及
び
ク
ラ

類
に
該
当
す
る
物
品
か

ッ
カ
ー
並
び
に
主
と
し
て
ば
れ
い
し
よ
の

る
物
品
以
外
の
物
品
か

ッ
カ
ー
並
び
に
主
と
し
て
ば
れ
い
し
よ
の

ら
の
製
造

粉
か
ら
成
る
混
合
物
を
成
型
し
た
後
、
食

ら
の
製
造

粉
か
ら
成
る
混
合
物
を
成
型
し
た
後
、
食

用
油
で
揚
げ
又
は
焼
い
た
も
の

用
油
で
揚
げ
又
は
焼
い
た
も
の

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
一
一
類
又
は
第
一
九

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
七
類
、
第
八
類
又
は

類
に
該
当
す
る
物
品
以

第
一
○
類
に
該
当
す
る

外
の
物
品
か
ら
の
製
造

物
品
か
ら
の
製
造

二
○
・
○
一

食
酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又
は
保
存
に
適
す

第
七
類
、
第
八
類
又
は

二
○
・
○
一

食
酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又
は
保
存
に
適
す

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

る
処
理
を
し
た
野
菜
、
果
実
、
ナ
ッ
ト
そ
の
他
植

第
二
○
類
に
該
当
す
る

る
処
理
を
し
た
野
菜
、
果
実
、
ナ
ッ
ト
そ
の
他
植

又
は
第
八
類
に
該
当
す

物
の
食
用
の
部
分

物
品
以
外
の
物
品
か
ら

物
の
食
用
の
部
分

る
物
品
か
ら
の
製
造

の
製
造

二
○
・
○
二

調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
ト
マ
ト

第
七
類
又
は
第
二
○
類

二
○
・
○
二

調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
ト
マ
ト

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

（
食
酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又
は
保
存
に
適

に
該
当
す
る
物
品
以
外

（
食
酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又
は
保
存
に
適

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

す
る
処
理
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）

の
物
品
か
ら
の
製
造

す
る
処
理
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）

の
製
造

二
○
・
○
三

調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
き
の
こ

第
七
類
又
は
第
二
○
類

二
○
・
○
三

調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
き
の
こ

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

及
び
ト
リ
フ
（
食
酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又

に
該
当
す
る
物
品
以
外

及
び
ト
リ
フ
（
食
酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）

の
物
品
か
ら
の
製
造

は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）

の
製
造

二
○
・
○
四

調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
そ
の
他

二
○
・
○
四

調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
そ
の
他

の
野
菜
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
食

の
野
菜
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
食

酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る

酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る

処
理
を
し
た
も
の
及
び
第
二
○
・
○
六
項
の
物
品

処
理
を
し
た
も
の
及
び
第
二
○
・
○
六
項
の
物
品

を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

⑴

ヤ
ン
グ
コ
ー
ン
コ
ブ

第
二
○
・
○
四
項
に
該

⑴

ヤ
ン
グ
コ
ー
ン
コ
ブ

第
二
○
・
○
四
項
に
該

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物
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品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
七
類
、
第
一
○
類
、

⑵

そ
の
他
の
も
の

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

第
一
一
類
又
は
第
二
○

又
は
第
一
○
類
に
該
当

類
に
該
当
す
る
物
品
以

す
る
物
品
か
ら
の
製
造

外
の
物
品
か
ら
の
製
造

二
○
・
○
五

調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
そ
の
他

二
○
・
○
五

調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
そ
の
他

の
野
菜
（
冷
凍
し
て
な
い
も
の
に
限
る
も
の
と
し

の
野
菜
（
冷
凍
し
て
な
い
も
の
に
限
る
も
の
と
し

、
食
酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又
は
保
存
に
適

、
食
酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又
は
保
存
に
適

す
る
処
理
を
し
た
も
の
及
び
第
二
○
・
○
六
項
の

す
る
処
理
を
し
た
も
の
及
び
第
二
○
・
○
六
項
の

物
品
を
除
く
。
）

物
品
を
除
く
。
）

⑴

ヤ
ン
グ
コ
ー
ン
コ
ブ

第
二
○
・
○
五
項
に
該

⑴

ヤ
ン
グ
コ
ー
ン
コ
ブ

第
二
○
・
○
五
項
に
該

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）

⑵

え
ん
ど
う
（
ピ
ス
ム
・
サ
テ
ィ
ヴ
ム
）
（

第
七
類
、
第
八
類
、
第

⑵

え
ん
ど
う
（
ピ
ス
ム
・
サ
テ
ィ
ヴ
ム
）
（

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

砂
糖
を
加
え
た
も
の
で
さ
や
付
き
以
外
の

一
○
類
、
第
一
一
類
、

砂
糖
を
加
え
た
も
の
で
さ
や
付
き
以
外
の

、
第
八
類
、
第
一
○
類

も
の
）
及
び
さ
や
を
除
い
た
さ
さ
げ
属
又

第
一
二
類
、
第
一
七
類

も
の
）
及
び
さ
や
を
除
い
た
さ
さ
げ
属
又

又
は
第
一
二
類
に
該
当

は

の
豆
（
砂
糖
を
加
え

又
は
第
二
○
類
に
該
当

は
い
ん
げ
ん
属
の
豆
（
砂
糖
を
加
え
た
も

す
る
物
品
か
ら
の
製
造

い
ん
げ
ん
ま
め
属

た
も
の
で
気
密
容
器
入
り
の
も
の
（
豚
の

す
る
物
品
以
外
の
物
品

の
で
気
密
容
器
入
り
の
も
の
（
豚
の
肉
又

肉
又
は
ラ
ー
ド
そ
の
他
の
豚
脂
及
び
ト
マ

か
ら
の
製
造

は
ラ
ー
ド
そ
の
他
の
豚
脂
及
び
ト
マ
ト
ピ

ト
ピ
ュ
ー
レ
ー
そ
の
他
の
ト
マ
ト
調
製
品

ュ
ー
レ
ー
そ
の
他
の
ト
マ
ト
調
製
品
を
含

を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も
の
）

む
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も
の
並
び
に
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並
び
に
ば
れ
い
し
よ
、
え
ん
ど
う
（
ピ
ス

ば
れ
い
し
よ
、
え
ん
ど
う
（
ピ
ス
ム
・
サ

ム
・
サ
テ
ィ
ヴ
ム
）
、
さ
さ
げ
属
又
は

テ
ィ
ヴ
ム
）
、
さ
さ
げ
属
又
は
い
ん
げ
ん

い

、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、

豆
属
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
オ
リ
ー
ブ
、
ス

ん
げ
ん
ま
め
属
の
豆

オ
リ
ー
ブ
、
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
以
外
の
野

イ
ー
ト
コ
ー
ン
以
外
の
野
菜
及
び
こ
れ
ら

菜
及
び
こ
れ
ら
以
外
の
野
菜
を
混
合
し
た

以
外
の
野
菜
を
混
合
し
た
も
の
（
砂
糖
を

も
の
（
砂
糖
を
加
え
た
も
の
で
気
密
容
器

加
え
た
も
の
で
気
密
容
器
入
り
の
も
の
（

入
り
の
も
の
（
豚
の
肉
又
は
ラ
ー
ド
そ
の

豚
の
肉
又
は
ラ
ー
ド
そ
の
他
の
豚
脂
及
び

他
の
豚
脂
及
び
ト
マ
ト
ピ
ュ
ー
レ
ー
そ
の

ト
マ
ト
ピ
ュ
ー
レ
ー
そ
の
他
の
ト
マ
ト
調

他
の
ト
マ
ト
調
製
品
を
含
む
も
の
に
限
る

製
品
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も

。
）
以
外
の
も
の
）

の
）

⑶

そ
の
他
の
も
の

第
七
類
又
は
第
二
○
類

⑶

そ
の
他
の
も
の

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

に
該
当
す
る
物
品
以
外

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

の
物
品
か
ら
の
製
造

の
製
造

二
○
・
○
六

砂
糖
に
よ
り
調
製
し
た
野
菜
、
果
実
、
ナ
ッ
ト
、

第
七
類
、
第
八
類
、
第

二
○
・
○
六

砂
糖
に
よ
り
調
製
し
た
野
菜
、
果
実
、
ナ
ッ
ト
、

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

果
皮
そ
の
他
植
物
の
部
分
（
ド
レ
イ
ン
し
た
も
の

九
類
、
第
一
二
類
、
第

果
皮
そ
の
他
植
物
の
部
分
（
ド
レ
イ
ン
し
た
も
の

、
第
八
類
、
第
九
類
又

、
グ
ラ
ッ
セ
の
も
の
及
び
ク
リ
ス
タ
ラ
イ
ズ
し
た

一
七
類
又
は
第
二
○
類

、
グ
ラ
ッ
セ
の
も
の
及
び
ク
リ
ス
タ
ラ
イ
ズ
し
た

は
第
一
二
類
に
該
当
す

も
の
に
限
る
。
）

に
該
当
す
る
物
品
以
外

も
の
に
限
る
。
）

る
物
品
か
ら
の
製
造

の
物
品
か
ら
の
製
造

二
○
・
○
七

ジ
ャ
ム
、
フ
ル
ー
ツ
ゼ
リ
ー
、
マ
ー
マ
レ
ー
ド
、

第
八
類
又
は
第
二
○
類

二
○
・
○
七

ジ
ャ
ム
、
フ
ル
ー
ツ
ゼ
リ
ー
、
マ
ー
マ
レ
ー
ド
、

原
産
品
で
あ
る
第
八
類

果
実
又
は
ナ
ッ
ト
の
ピ
ュ
ー
レ
ー
及
び
果
実
又
は

に
該
当
す
る
物
品
以
外

果
実
又
は
ナ
ッ
ト
の
ピ
ュ
ー
レ
ー
及
び
果
実
又
は

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

ナ
ッ
ト
の
ペ
ー
ス
ト
（
加
熱
調
理
を
し
て
得
ら
れ

の
物
品
か
ら
の
製
造

ナ
ッ
ト
の
ペ
ー
ス
ト
（
加
熱
調
理
を
し
て
得
ら
れ

の
製
造

た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
砂
糖
そ
の
他
の
甘
味

た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
砂
糖
そ
の
他
の
甘
味

料
を
加
え
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

料
を
加
え
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

二
○
・
○
八

果
実
、
ナ
ッ
ト
そ
の
他
植
物
の
食
用
の
部
分
（
そ

二
○
・
○
八

果
実
、
ナ
ッ
ト
そ
の
他
植
物
の
食
用
の
部
分
（
そ

の
他
の
調
製
を
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し

の
他
の
調
製
を
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し

た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
砂
糖
そ
の
他
の
甘
味

た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
砂
糖
そ
の
他
の
甘
味

料
又
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
加
え
て
あ
る
か
な
い
か
を

料
又
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
加
え
て
あ
る
か
な
い
か
を
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問
わ
ず
、
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

問
わ
ず
、
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

⑴

ピ
ー
ナ
ツ
バ
タ
ー

第
二
○
・
○
八
項
に
該

⑴

ピ
ー
ナ
ツ
バ
タ
ー

第
二
○
・
○
八
項
に
該

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
七
類
、
第
八
類
、
第

⑵

そ
の
他
の
も
の

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

九
類
、
第
一
二
類
、
第

、
第
八
類
、
第
九
類
又

一
七
類
又
は
第
二
○
類

は
第
一
二
類
に
該
当
す

に
該
当
す
る
物
品
以
外

る
物
品
か
ら
の
製
造

の
物
品
か
ら
の
製
造

二
○
・
○
九

果
実
又
は
野
菜
の
ジ
ュ
ー
ス
（
ぶ
ど
う
搾
汁
を
含

第
七
類
、
第
八
類
又
は

二
○
・
○
九

果
実
又
は
野
菜
の
ジ
ュ
ー
ス
（
ぶ
ど
う
搾
汁
を
含

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

み
、
発
酵
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
ア
ル
コ
ー
ル
を

第
二
○
類
に
該
当
す
る

み
、
発
酵
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
ア
ル
コ
ー
ル
を

又
は
第
八
類
に
該
当
す

加
え
て
な
い
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
砂
糖
そ
の

物
品
以
外
の
物
品
か
ら

加
え
て
な
い
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
砂
糖
そ
の

る
物
品
か
ら
の
製
造

他
の
甘
味
料
を
加
え
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な

の
製
造

他
の
甘
味
料
を
加
え
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な

い
。
）

い
。
）

二
一
・
○
一

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
又
は
マ
テ
の
エ
キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン

二
一
・
○
一

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
又
は
マ
テ
の
エ
キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン

ス
及
び
濃
縮
物
並
び
に
こ
れ
ら
を
も
と
と
し
た
調

ス
及
び
濃
縮
物
並
び
に
こ
れ
ら
を
も
と
と
し
た
調

製
品
、
コ
ー
ヒ
ー
、
茶
又
は
マ
テ
を
も
と
と
し
た

製
品
、
コ
ー
ヒ
ー
、
茶
又
は
マ
テ
を
も
と
と
し
た

調
製
品
並
び
に
チ
コ
リ
ー
そ
の
他
の
コ
ー
ヒ
ー
代

調
製
品
並
び
に
チ
コ
リ
ー
そ
の
他
の
コ
ー
ヒ
ー
代

用
物
（
い
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
そ
の
エ

用
物
（
い
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
そ
の
エ

キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス
及
び
濃
縮
物
の
う
ち

キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス
及
び
濃
縮
物
の
う
ち

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
又
は
マ
テ
を
も
と
と
し
た
調
製

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
又
は
マ
テ
を
も
と
と
し
た
調
製

品

品

⑴

ミ
ル
ク
の
天
然
の
組
成
分
の
含
有
量
の

第
四
類
、
第
一
九
類
又

⑴

ミ
ル
ク
の
天
然
の
組
成
分
の
含
有
量
の

原
産
品
で
あ
る
第
四
類

合
計
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の

は
第
二
一
類
に
該
当
す

合
計
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の

に
該
当
す
る
物
品
か
ら
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三
○
％
以
上
の
も
の

る
物
品
以
外
の
物
品
か

三
○
％
以
上
の
も
の

の
製
造

ら
の
製
造

⑵

そ
の
他
の
も
の

⑵

そ
の
他
の
も
の

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
五

第
二
一
・
○
一
項
に
該

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
五

第
二
一
・
○
一
項
に
該

( )i

( )i

○
％
以
上
の
も
の

当
す
る
物
品
以
外
の
物

○
％
以
上
の
も
の

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
で
あ
つ

下
と
な
る
製
造
で
あ
つ

て
、
か
つ
、
製
造
に
使

て
、
か
つ
、
製
造
に
使

用
し
た
砂
糖
は
原
産
品

用
し
た
砂
糖
は
原
産
品

に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

そ
の
他
の
も
の

第
二
一
・
○
一
項
に
該

そ
の
他
の
も
の

第
二
一
・
○
一
項
に
該

( )ii

( )ii

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）

二
一
・
○
三

（
省

略
）

二
一
・
○
三

同

上

二
一
・
○
四

（
省

略
）

二
一
・
○
四

同

上

二
一
・
○
五

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
そ
の
他
の
氷
菓
（
コ
コ
ア
を
含

第
四
類
、
第
一
九
類
又

二
一
・
○
五

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
そ
の
他
の
氷
菓
（
コ
コ
ア
を
含

原
産
品
で
あ
る
第
四
類

有
す
る
か
し
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

は
第
二
一
類
に
該
当
す

有
す
る
か
し
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

る
物
品
以
外
の
物
品
か

の
製
造

ら
の
製
造

二
一
・
○
六

調
製
食
料
品
（
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

二
一
・
○
六

調
製
食
料
品
（
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）

。
）

⑴

た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
物
及
び
繊
維
状
に
し
た

⑴

た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
物
及
び
繊
維
状
に
し
た

た
ん
ぱ
く
質
系
物
質

た
ん
ぱ
く
質
系
物
質
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ミ
ル
ク
の
天
然
の
組
成
分
の
含
有
量
の

第
四
類
、
第
一
九
類
又

ミ
ル
ク
の
天
然
の
組
成
分
の
含
有
量
の

原
産
品
で
あ
る
第
四
類

( )i

( )i

合
計
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の

は
第
二
一
類
に
該
当
す

合
計
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

三
○
％
以
上
の
調
製
品
（
た
ん
ぱ
く
質

る
物
品
以
外
の
物
品
か

三
○
％
以
上
の
調
製
品
（
た
ん
ぱ
く
質

の
製
造

の
含
有
量
が
全
重
量
の
八
○
％
以
上
で

ら
の
製
造

の
含
有
量
が
全
重
量
の
八
○
％
以
上
で

そ
の
成
分
中
植
物
性
た
ん
ぱ
く
の
重
量

そ
の
成
分
中
植
物
性
た
ん
ぱ
く
の
重
量

が
最
大
の
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
物
の
う
ち

が
最
大
の
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
物
の
う
ち

、
小
売
用
の
容
器
入
り
に
し
た
も
の
で

、
小
売
用
の
容
器
入
り
に
し
た
も
の
で

一
個
の
正
味
重
量
が
五
○
○
グ
ラ
ム
未

一
個
の
正
味
重
量
が
五
○
○
グ
ラ
ム
未

満
の
も
の
を
除
く
。
）
の
も
の

満
の
も
の
を
除
く
。
）
の
も
の

ミ
ル
ク
の
天
然
の
組
成
分
の
含
有
量
の

第
二
一
・
○
六
項
に
該

ミ
ル
ク
の
天
然
の
組
成
分
の
含
有
量
の

第
二
一
・
○
六
項
に
該

( )ii

( )ii

合
計
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の

当
す
る
物
品
以
外
の
物

合
計
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の

当
す
る
物
品
以
外
の
物

三
○
％
以
上
の
調
製
品
（
た
ん
ぱ
く
質

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

三
○
％
以
上
の
調
製
品
（
た
ん
ぱ
く
質

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

の
含
有
量
が
全
重
量
の
八
○
％
以
上
で

産
品
割
合
が
四
○
％
以

の
含
有
量
が
全
重
量
の
八
○
％
以
上
で

産
品
割
合
が
四
○
％
以

そ
の
成
分
中
植
物
性
た
ん
ぱ
く
の
重
量

下
と
な
る
製
造
で
あ
つ

そ
の
成
分
中
植
物
性
た
ん
ぱ
く
の
重
量

下
と
な
る
製
造
で
あ
つ

が
最
大
の
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
物
の
う
ち

て
、
か
つ
、
製
造
に
使

が
最
大
の
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
物
の
う
ち

て
、
か
つ
、
製
造
に
使

、
小
売
用
の
容
器
入
り
に
し
た
も
の
で

用
し
た
砂
糖
は
原
産
品

、
小
売
用
の
容
器
入
り
に
し
た
も
の
で

用
し
た
砂
糖
は
原
産
品

一
個
の
正
味
重
量
が
五
○
○
グ
ラ
ム
未

に
限
る
。
）

一
個
の
正
味
重
量
が
五
○
○
グ
ラ
ム
未

に
限
る
。
）

満
の
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
で

満
の
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
で

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
五
○
％

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
五
○
％

以
上
の
も
の

以
上
の
も
の

そ
の
他
の
も
の

第
二
一
・
○
六
項
に
該

そ
の
他
の
も
の

第
二
一
・
○
六
項
に
該

( )iii

( )iii

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）
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⑵

そ
の
他
の
も
の

⑵

そ
の
他
の
も
の

ミ
ル
ク
の
天
然
の
組
成
分
の
含
有
量
の

第
四
類
、
第
一
九
類
又

ミ
ル
ク
の
天
然
の
組
成
分
の
含
有
量
の

原
産
品
で
あ
る
第
四
類

( )i

( )i

合
計
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の

は
第
二
一
類
に
該
当
す

合
計
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

三
○
％
以
上
の
調
製
品

る
物
品
以
外
の
物
品
か

三
○
％
以
上
の
調
製
品

の
製
造

ら
の
製
造

そ
の
他
の
も
の

そ
の
他
の
も
の

( )ii

( )ii

１

米
、
小
麦
（
ラ
イ
小
麦
を
含
む
。
）

第
一
○
類
、
第
一
一
類

１

米
、
小
麦
（
ラ
イ
小
麦
を
含
む
。
）

原
産
品
で
あ
る
第
一
○

又
は
大
麦
（
裸
麦
を
含
む
。
）
の
い

、
第
一
九
類
又
は
第
二

又
は
大
麦
（
裸
麦
を
含
む
。
）
の
い

類
に
該
当
す
る
物
品
か

ず
れ
か
の
含
有
量
が
全
重
量
の
三
○

一
類
に
該
当
す
る
物
品

ず
れ
か
の
含
有
量
が
全
重
量
の
三
○

ら
の
製
造

％
を
超
え
る
調
製
食
料
品

以
外
の
物
品
か
ら
の
製

％
を
超
え
る
調
製
食
料
品

造

２

糖
水
（
着
色
料
又
は
香
味
料
を
加
え

第
七
類
、
第
八
類
、
第

２

糖
水
（
着
色
料
又
は
香
味
料
を
加
え

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

た
も
の
に
限
る
。
）

一
○
類
、
第
一
一
類
、

た
も
の
に
限
る
。
）

、
第
八
類
、
第
一
○
類

第
一
二
類
、
第
一
七
類

又
は
第
一
二
類
に
該
当

又
は
第
二
一
類
に
該
当

す
る
物
品
か
ら
の
製
造

す
る
物
品
以
外
の
物
品

か
ら
の
製
造

３

チ
ュ
ー
イ
ン
グ
ガ
ム

第
二
一
・
○
六
項
に
該

３

チ
ュ
ー
イ
ン
グ
ガ
ム

第
二
一
・
○
六
項
に
該

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）

４

こ
ん
に
や
く

第
一
二
類
又
は
第
二
一

４

こ
ん
に
や
く

原
産
品
で
あ
る
第
一
二

類
に
該
当
す
る
物
品
以

類
に
該
当
す
る
物
品
か

外
の
物
品
か
ら
の
製
造

ら
の
製
造

５

飲
料
製
造
に
使
用
す
る
種
類
の
調
製

５

飲
料
製
造
に
使
用
す
る
種
類
の
調
製
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品
で
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
有
す
る
も
の

品
で
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
有
す
る
も
の

（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
○
・
五
％
を
超

（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
○
・
五
％
を
超

え
る
も
の
に
限
る
。
）

え
る
も
の
に
限
る
。
）

果
汁
を
も
と
と
し
た
調
製
品
（
ア

第
八
類
、
第
二
○
類
又

果
汁
を
も
と
と
し
た
調
製
品
（
ア

原
産
品
で
あ
る
第
八
類

i

i

ル
コ
ー
ル
分
が
一
％
未
満
の
も
の

は
第
二
一
類
に
該
当
す

ル
コ
ー
ル
分
が
一
％
未
満
の
も
の

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

に
限
る
。
）

る
物
品
以
外
の
物
品
か

に
限
る
。
）

の
製
造

ら
の
製
造

そ
の
他
の
も
の

飲
料
製
造
に
使
用
す
る

そ
の
他
の
も
の

飲
料
製
造
に
使
用
す
る

ii

ii

種
類
の
調
製
品
で
ア
ル

種
類
の
調
製
品
で
ア
ル

コ
ー
ル
を
含
有
す
る
も

コ
ー
ル
を
含
有
す
る
も

の
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が

の
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が

○
・
五
％
を
超
え
る
も

○
・
五
％
を
超
え
る
も

の
に
限
る
。
）
及
び
第

の
に
限
る
。
）
及
び
第

二
二
・
○
八
項
に
該
当

二
二
・
○
八
項
に
該
当

す
る
物
品
以
外
の
物
品

す
る
物
品
以
外
の
物
品

か
ら
の
製
造
（
非
原
産

か
ら
の
製
造
（
非
原
産

品
割
合
が
四
○
％
以
下

品
割
合
が
四
○
％
以
下

と
な
る
製
造
に
限
る
。

と
な
る
製
造
に
限
る
。

）

）

６

そ
の
他
の
も
の

６

そ
の
他
の
も
の

砂
糖
を
加
え
た
も
の

砂
糖
を
加
え
た
も
の

i

i

一

お
た
ね
に
ん
じ
ん
又
は
そ
の
エ

第
二
一
・
○
六
項
に
該

一

お
た
ね
に
ん
じ
ん
又
は
そ
の
エ

第
二
一
・
○
六
項
に
該

キ
ス
を
含
有
す
る
飲
料
の
も
と

当
す
る
物
品
以
外
の
物

キ
ス
を
含
有
す
る
飲
料
の
も
と

当
す
る
物
品
以
外
の
物

及
び
ビ
タ
ミ
ン
を
も
と
と
し
た

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

及
び
ビ
タ
ミ
ン
を
も
と
と
し
た

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

栄
養
補
助
食
品

産
品
割
合
が
四
○
％
以

栄
養
補
助
食
品

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）
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二

そ
の
他
の
も
の

二

そ
の
他
の
も
の

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量

第
二
一
・
○
六
項
に
該

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量

第
二
一
・
○
六
項
に
該

(一)

(一)

の
五
○
％
未
満
の
も
の

当
す
る
物
品
以
外
の
物

の
五
○
％
未
満
の
も
の

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）

そ
の
他
の
も
の

そ
の
他
の
も
の

(二)

(二)

小
売
用
の
容
器
入
り
に
し

第
二
一
・
○
六
項
に
該

小
売
用
の
容
器
入
り
に
し

第
二
一
・
○
六
項
に
該

( )A

( )A

た
も
の
で
、
容
器
と
も
の
一

当
す
る
物
品
以
外
の
物

た
も
の
で
、
容
器
と
も
の
一

当
す
る
物
品
以
外
の
物

個
の
重
量
が
五
○
○
グ
ラ
ム

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

個
の
重
量
が
五
○
○
グ
ラ
ム

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

以
下
の
も
の
及
び
し
よ
糖
の

産
品
割
合
が
四
○
％
以

以
下
の
も
の
及
び
し
よ
糖
の

産
品
割
合
が
四
○
％
以

含
有
量
が
全
重
量
の
八
五
％

下
と
な
る
製
造
で
あ
つ

含
有
量
が
全
重
量
の
八
五
％

下
と
な
る
製
造
で
あ
つ

以
上
の
も
の
（
小
売
用
の
容

て
、
か
つ
、
製
造
に
使

以
上
の
も
の
（
小
売
用
の
容

て
、
か
つ
、
製
造
に
使

器
入
り
に
し
た
も
の
（
容
器

用
し
た
砂
糖
は
原
産
品

器
入
り
に
し
た
も
の
（
容
器

用
し
た
砂
糖
は
原
産
品

と
も
の
一
個
の
重
量
が
五
○

に
限
る
。
）

と
も
の
一
個
の
重
量
が
五
○

に
限
る
。
）

○
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
限

○
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
限

る
。
）
、
成
分
に
変
更
を
加

る
。
）
、
成
分
に
変
更
を
加

え
る
こ
と
な
く
小
売
用
の
容

え
る
こ
と
な
く
小
売
用
の
容

器
入
り
の
も
の
（
容
器
と
も

器
入
り
の
も
の
（
容
器
と
も

の
一
個
の
重
量
が
五
○
○
グ

の
一
個
の
重
量
が
五
○
○
グ

ラ
ム
以
下
の
も
の
に
限
る
。

ラ
ム
以
下
の
も
の
に
限
る
。

）
に
す
る
旨
が
政
令
で
定
め

）
に
す
る
旨
が
政
令
で
定
め

る
手
続
に
よ
り
証
明
さ
れ
た

る
手
続
に
よ
り
証
明
さ
れ
た

も
の
及
び
課
税
価
格
が
一
キ

も
の
及
び
課
税
価
格
が
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
二
五
七
円

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
二
五
七
円

を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
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そ
の
他
の
も
の

そ
の
他
の
も
の

( )B

( )B

⒜

乳
糖
、
乳
た
ん
ぱ
く
又

第
四
類
、
第
七
類
、
第

⒜

乳
糖
、
乳
た
ん
ぱ
く
又

原
産
品
で
あ
る
第
四
類

は
乳
脂
肪
を
含
有
す
る
も

八
類
、
第
一
○
類
、
第

は
乳
脂
肪
を
含
有
す
る
も

、
第
七
類
、
第
八
類
、

の

一
一
類
、
第
一
二
類
、

の

第
一
○
類
又
は
第
一
二

第
一
七
類
、
第
一
九
類

類
に
該
当
す
る
物
品
か

又
は
第
二
一
類
に
該
当

ら
の
製
造

す
る
物
品
以
外
の
物
品

か
ら
の
製
造

⒝

そ
の
他
の
も
の

第
二
一
・
○
六
項
に
該

⒝

そ
の
他
の
も
の

第
二
一
・
○
六
項
に
該

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
で
あ
つ

下
と
な
る
製
造
で
あ
つ

て
、
か
つ
、
製
造
に
使

て
、
か
つ
、
製
造
に
使

用
し
た
砂
糖
は
原
産
品

用
し
た
砂
糖
は
原
産
品

に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

そ
の
他
の
も
の

第
二
一
・
○
六
項
に
該

そ
の
他
の
も
の

第
二
一
・
○
六
項
に
該

ii

ii

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）

二
二
・
○
二

（
省

略
）

二
二
・
○
二

同

上

二
二
・
○
四

ぶ
ど
う
酒
（
強
化
ぶ
ど
う
酒
を
含
む
も
の
と
し
、

二
二
・
○
四

ぶ
ど
う
酒
（
強
化
ぶ
ど
う
酒
を
含
む
も
の
と
し
、

生
鮮
の
ぶ
ど
う
か
ら
製
造
し
た
も
の
に
限
る
。
）

生
鮮
の
ぶ
ど
う
か
ら
製
造
し
た
も
の
に
限
る
。
）

及
び
ぶ
ど
う
搾
汁
（
第
二
○
・
○
九
項
の
も
の
を

及
び
ぶ
ど
う
搾
汁
（
第
二
○
・
○
九
項
の
も
の
を
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除
く
。
）

除
く
。
）

⑴

ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
ワ
イ
ン
並
び
に
そ
の
他

第
八
類
、
第
二
○
類
又

⑴

ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
ワ
イ
ン
並
び
に
そ
の
他

原
産
品
で
あ
る
第
八
類

の
ぶ
ど
う
酒
及
び
ぶ
ど
う
搾
汁
で
ア
ル
コ

は
第
二
二
類
に
該
当
す

の
ぶ
ど
う
酒
及
び
ぶ
ど
う
搾
汁
で
ア
ル
コ

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

ー
ル
添
加
に
よ
り
発
酵
を
止
め
た
も
の
以

る
物
品
以
外
の
物
品
か

ー
ル
添
加
に
よ
り
発
酵
を
止
め
た
も
の
以

の
製
造

外
の
も
の
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
一
％
未
満

ら
の
製
造

外
の
も
の
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
一
％
未
満

の
も
の
に
限
る
。
）

の
も
の
に
限
る
。
）

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
二
○
・
○
九
項
又
は

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
二
○
・
○
九
項
又
は

第
二
二
・
○
四
項
に
該

第
二
二
・
○
四
項
に
該

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造

品
か
ら
の
製
造

二
二
・
○
五

ベ
ル
モ
ッ
ト
そ
の
他
の
ぶ
ど
う
酒
（
生
鮮
の
ぶ
ど

二
二
・
○
五

ベ
ル
モ
ッ
ト
そ
の
他
の
ぶ
ど
う
酒
（
生
鮮
の
ぶ
ど

う
か
ら
製
造
し
た
も
の
で
、
植
物
又
は
芳
香
性
物

う
か
ら
製
造
し
た
も
の
で
、
植
物
又
は
芳
香
性
物

質
に
よ
り
香
味
を
付
け
た
も
の
に
限
る
。
）

質
に
よ
り
香
味
を
付
け
た
も
の
に
限
る
。
）

⑴

二
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
容
器
入
り
に
し
た

第
八
類
、
第
二
○
類
又

⑴

二
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
容
器
入
り
に
し
た

原
産
品
で
あ
る
第
八
類

も
の
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
一
％
未
満
の
も

は
第
二
二
類
に
該
当
す

も
の
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
一
％
未
満
の
も

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

の
に
限
る
。
）

る
物
品
以
外
の
物
品
か

の
に
限
る
。
）

の
製
造

ら
の
製
造

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
二
○
・
○
九
項
、
第

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
二
○
・
○
九
項
、
第

二
二
・
○
四
項
又
は
第

二
二
・
○
四
項
又
は
第

二
二
・
○
五
項
に
該
当

二
二
・
○
五
項
に
該
当

す
る
物
品
以
外
の
物
品

す
る
物
品
以
外
の
物
品

か
ら
の
製
造

か
ら
の
製
造

二
二
・
○
六

そ
の
他
の
発
酵
酒
（
例
え
ば
、
り
ん
ご
酒
、
な
し

二
二
・
○
六

そ
の
他
の
発
酵
酒
（
例
え
ば
、
り
ん
ご
酒
、
な
し

酒
及
び
ミ
ー
ド
）
並
び
に
発
酵
酒
と
ア
ル
コ
ー
ル

酒
及
び
ミ
ー
ド
）
並
び
に
発
酵
酒
と
ア
ル
コ
ー
ル

を
含
有
し
な
い
飲
料
と
の
混
合
物
及
び
発
酵
酒
の

を
含
有
し
な
い
飲
料
と
の
混
合
物
及
び
発
酵
酒
の

混
合
物
（
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

混
合
物
（
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
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⑴

ア
ル
コ
ー
ル
分
が
一
％
未
満
の
も
の

第
八
類
、
第
二
○
類
又

⑴

ア
ル
コ
ー
ル
分
が
一
％
未
満
の
も
の

原
産
品
で
あ
る
第
八
類

は
第
二
二
類
に
該
当
す

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

る
物
品
以
外
の
物
品
か

の
製
造

ら
の
製
造

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
二
二
・
○
六
項
に
該

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
二
二
・
○
六
項
に
該

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以

下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）

二
二
・
○
八

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
変
性
さ
せ
て
な
い
も
の
で

二
二
・
○
八

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
変
性
さ
せ
て
な
い
も
の
で

ア
ル
コ
ー
ル
分
が
八
○
％
未
満
の
も
の
に
限
る
。

ア
ル
コ
ー
ル
分
が
八
○
％
未
満
の
も
の
に
限
る
。

）
及
び
蒸
留
酒
、
リ
キ
ュ
ー
ル
そ
の
他
の
ア
ル
コ

）
及
び
蒸
留
酒
、
リ
キ
ュ
ー
ル
そ
の
他
の
ア
ル
コ

ー
ル
飲
料

ー
ル
飲
料

⑴

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
蒸
留
酒

第
二
二
・
○
七
項
又
は

⑴

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
蒸
留
酒

第
二
二
・
○
七
項
又
は

第
二
二
・
○
八
項
に
該

第
二
二
・
○
八
項
に
該

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造

品
か
ら
の
製
造

⑵

果
汁
を
も
と
と
し
た
飲
料
（
ア
ル
コ
ー
ル

第
八
類
、
第
二
○
類
又

⑵

果
汁
を
も
と
と
し
た
飲
料
（
ア
ル
コ
ー
ル

原
産
品
で
あ
る
第
八
類

分
が
一
％
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

は
第
二
二
類
に
該
当
す

分
が
一
％
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

に
該
当
す
る
物
品
か
ら

る
物
品
以
外
の
物
品
か

の
製
造

ら
の
製
造

⑶

そ
の
他
の
も
の

第
二
二
・
○
八
項
に
該

⑶

そ
の
他
の
も
の

第
二
二
・
○
八
項
に
該

当
す
る
物
品
以
外
の
物

当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

品
か
ら
の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
四
○
％
以

産
品
割
合
が
四
○
％
以
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下
と
な
る
製
造
に
限
る

下
と
な
る
製
造
に
限
る

。
）

。
）

二
二
・
○
九

二
二
・
○
九

（
省

略
）

同

上

〜
〜

三
四
・
○
七

三
四
・
○
七

三
五
・
○
二

ア
ル
ブ
ミ
ン
（
二
以
上
の
ホ
エ
イ
た
ん
ぱ
く
質
の

三
五
・
○
二

ア
ル
ブ
ミ
ン
（
二
以
上
の
ホ
エ
イ
た
ん
ぱ
く
質
の

濃
縮
物
を
含
む
も
の
と
し
、
ホ
エ
イ
た
ん
ぱ
く
質

濃
縮
物
を
含
む
も
の
と
し
、
ホ
エ
イ
た
ん
ぱ
く
質

の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
八
○

の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
八
○

％
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
ア
ル
ブ
ミ
ナ

％
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
ア
ル
ブ
ミ
ナ

ー
ト
そ
の
他
の
ア
ル
ブ
ミ
ン
誘
導
体
の
う
ち

ー
ト
そ
の
他
の
ア
ル
ブ
ミ
ン
誘
導
体
の
う
ち

卵
白

第
四
類
又
は
第
三
五
類

卵
白

原
産
品
で
あ
る
鳥
卵
か

に
該
当
す
る
物
品
以
外

ら
の
製
造

の
物
品
か
ら
の
製
造

三
五
・
○
五

デ
キ
ス
ト
リ
ン
そ
の
他
の
変
性
で
ん
粉
（
例
え
ば

三
五
・
○
五

デ
キ
ス
ト
リ
ン
そ
の
他
の
変
性
で
ん
粉
（
例
え
ば

、
糊
化
剤
で
ん
粉
及
び
エ
ス
テ
ル
化
で
ん
粉
）
及

、
糊
化
剤
で
ん
粉
及
び
エ
ス
テ
ル
化
で
ん
粉
）
及

こ

こ

び
で
ん
粉
又
は
デ
キ
ス
ト
リ
ン
そ
の
他
の
変
性
で

び
で
ん
粉
又
は
デ
キ
ス
ト
リ
ン
そ
の
他
の
変
性
で

ん
粉
を
も
と
と
し
た
膠
着
剤

ん
粉
を
も
と
と
し
た
膠
着
剤

こ
う

こ
う

⑴

エ
ス
テ
ル
化
で
ん
粉
そ
の
他
の
で
ん
粉
誘

第
三
五
・
○
五
項
に
該

⑴

エ
ス
テ
ル
化
で
ん
粉
そ
の
他
の
で
ん
粉
誘

第
三
五
・
○
五
項
に
該

導
体

当
す
る
エ
ス
テ
ル
化
で

導
体

当
す
る
エ
ス
テ
ル
化
で

ん
粉
そ
の
他
の
で
ん
粉

ん
粉
そ
の
他
の
で
ん
粉

誘
導
体
以
外
の
物
品
か

誘
導
体
以
外
の
物
品
か

ら
の
製
造

ら
の
製
造

⑵

そ
の
他
の
も
の

第
七
類
、
第
八
類
、
第

⑵

そ
の
他
の
も
の

原
産
品
で
あ
る
第
七
類

一
○
類
、
第
一
一
類
又

、
第
八
類
又
は
第
一
○

は
第
三
五
類
に
該
当
す

類
に
該
当
す
る
物
品
か

る
物
品
以
外
の
物
品
か

ら
の
製
造
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ら
の
製
造

三
六
・
○
六

三
六
・
○
六

（
省

略
）

同

上

〜
〜

四
四
・
○
七

四
四
・
○
七

四
四
・
一
二

合
板
、
ベ
ニ
ヤ
ド
パ
ネ
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

四
四
・
一
二

合
板
、
ベ
ニ
ヤ
ド
パ
ネ
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
積
層
木
材
の
う
ち

る
積
層
木
材
の
う
ち

合
板
（
木
材
の
単
板
の
み
か
ら
成
る
も
の
で
各

第
四
四
・
○
七
項
、
第

合
板
（
木
材
の
単
板
の
み
か
ら
成
る
も
の
で
各

原
産
品
で
あ
る
第
四
四

単
板
の
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

四
四
・
○
八
項
又
は
第

単
板
の
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

・
○
七
項
又
は
第
四
四

に
限
る
。
）

四
四
・
一
二
項
に
該
当

に
限
る
。
）

・
○
八
項
に
該
当
す
る

す
る
物
品
以
外
の
物
品

物
品
か
ら
の
製
造

か
ら
の
製
造

四
四
・
一
六

四
四
・
一
六

（
省

略
）

同

上

〜
〜

第
六
○
類

第
六
○
類

第
六
一
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク

紡
織
用
繊
維
の
糸
か
ら

第
六
一
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク

化
学
品
、
第
四
七
・
○

ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

の
製
造

ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）
（
第
六
一
・
一
三

一
項
か
ら
第
四
七
・
○

項
に
該
当
す
る
物
品
を
除
く
。
）

六
項
ま
で
に
該
当
す
る

物
品
、
紡
織
用
天
然
繊

維
、
人
造
繊
維
の
短
繊

維
又
は
紡
織
用
繊
維
く

ず
か
ら
の
製
造

六
一
・
一
三

衣
類
（
第
五
九
・
○
三
項
、
第
五
九
・
○
六
項
又

紡
織
用
繊
維
の
糸
か
ら

は
第
五
九
・
○
七
項
の
メ
リ
ヤ
ス
編
物
又
は
ク
ロ

の
製
造

セ
編
物
か
ら
製
品
に
し
た
も
の
に
限
る
。
）

第
六
二
類

第
六
二
類

（
省

略
）

同

上
〜

〜
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七
三
・
○
二

七
三
・
○
二

七
三
・
○
四

鉄
鋼
製
の
管
及
び
中
空
の
形
材
（
継
目
な
し
の
も

第
七
二
類
（
第
七
二
・

七
三
・
○
四

鉄
鋼
製
の
管
及
び
中
空
の
形
材
（
継
目
な
し
の
も

第
七
二
・
○
七
項
、
第

の
に
限
る
も
の
と
し
、
鋳
鉄
製
の
も
の
を
除
く
。

○
七
項
、
第
七
二
・
一

の
に
限
る
も
の
と
し
、
鋳
鉄
製
の
も
の
を
除
く
。

七
二
・
一
八
項
又
は
第

）

八
項

第
七
二
・
二

）

七
二
・
二
四
項
に
該
当

及
び

四
項
を
除
く
。
）
又
は

す
る
物
品
か
ら
の
製
造

第
七
三
類
に
該
当
す
る

物
品
以
外
の
物
品
か
ら

の
製
造

七
三
・
○
五

鉄
鋼
製
の
そ
の
他
の
管
（
例
え
ば
、
溶
接
、
リ
ベ

第
七
二
類
（
第
七
二
・

七
三
・
○
五

鉄
鋼
製
の
そ
の
他
の
管
（
例
え
ば
、
溶
接
、
リ
ベ

第
七
二
・
○
七
項
、
第

ッ
ト
接
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
接
合
を
し
た

○
七
項
、
第
七
二
・
一

ッ
ト
接
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
接
合
を
し
た

七
二
・
一
八
項
又
は
第

も
の
。
横
断
面
が
円
形
の
も
の
で
、
外
径
が
四
○

八
項

第
七
二
・
二

も
の
。
横
断
面
が
円
形
の
も
の
で
、
外
径
が
四
○

七
二
・
二
四
項
に
該
当

及
び

六
・
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。

四
項
を
除
く
。
）
又
は

六
・
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。

す
る
物
品
か
ら
の
製
造

）

第
七
三
類
に
該
当
す
る

）

物
品
以
外
の
物
品
か
ら

の
製
造

七
三
・
○
六

鉄
鋼
製
の
そ
の
他
の
管
及
び
中
空
の
形
材
（
例
え

第
七
二
類
（
第
七
二
・

七
三
・
○
六

鉄
鋼
製
の
そ
の
他
の
管
及
び
中
空
の
形
材
（
例
え

第
七
二
・
○
七
項
、
第

ば
、
オ
ー
プ
ン
シ
ー
ム
の
も
の
及
び
溶
接
、
リ
ベ

○
七
項
、
第
七
二
・
一

ば
、
オ
ー
プ
ン
シ
ー
ム
の
も
の
及
び
溶
接
、
リ
ベ

七
二
・
一
八
項
又
は
第

ッ
ト
接
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
接
合
を
し
た

八
項

第
七
二
・
二

ッ
ト
接
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
接
合
を
し
た

七
二
・
二
四
項
に
該
当

及
び

も
の
）

四
項
を
除
く
。
）
又
は

も
の
）

す
る
物
品
か
ら
の
製
造

第
七
三
類
に
該
当
す
る

物
品
以
外
の
物
品
か
ら

の
製
造

七
三
・
一
二

七
三
・
一
二

（
省

略
）

同

上

〜
〜

・
一
七

・
一
七

九
六

九
六
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備
考

備
考

こ
の
表
の
次
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

こ
の
表
の
次
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

一 

「
原
産
品
」
と
は
、
一
の
国
又
は
地
域
（
以
下
「
特
恵
受
益
国
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
生
産
さ
れ
た
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
物
品
及
び
第
九
条
に
規
定
す
る
加
工
又
は
製
造
が

さ
れ
た
物
品
を
い
う
。

 

「
非
原
産
品
」
と
は
、 

に
規
定
す
る
原
産
品
以
外
の
物
品
を
い
う
。

 

「
化
学
品
」
と
は
、
関
税
定
率
法
別
表
第
二
八
類
か
ら
第
三
九
類
ま
で
に
該
当
す
る
物

 

「
化
学
品
」
と
は
、
関
税
定
率
法
別
表
第
二
八
類
か
ら
第
三
九
類
ま
で
に
該
当
す
る
物

品
で
、
紡
織
用
繊
維
の
製
造
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

品
で
、
紡
織
用
繊
維
の
製
造
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

 

「
織
物
類
又
は
編
物
」
と
は
、
関
税
定
率
法
別
表
第
五
○
類
か
ら
第
五
六
類
ま
で
及
び

 

「
織
物
類
又
は
編
物
」
と
は
、
関
税
定
率
法
別
表
第
五
○
類
か
ら
第
五
六
類
ま
で
及
び

第
五
八
類
か
ら
第
六
○
類
ま
で
に
該
当
す
る
織
物
、
フ
ェ
ル
ト
、
不
織
布
、
メ
リ
ヤ
ス

第
五
八
類
か
ら
第
六
○
類
ま
で
に
該
当
す
る
織
物
、
フ
ェ
ル
ト
、
不
織
布
、
メ
リ
ヤ
ス
編

編
物
、
ク
ロ
セ
編
物
又
は
レ
ー
ス
を
い
う
。

物
、
ク
ロ
セ
編
物
又
は
レ
ー
ス
を
い
う
。

 

「
非
原
産
品
の
価
格
」
と
は
、
非
原
産
品
の
特
恵
受
益
国
に
輸
入
さ
れ
た
際
の
課
税
価

 

「
非
原
産
品
の
価
格
」
と
は
、
非
原
産
品
の
特
恵
受
益
国
に
輸
入
さ
れ
た
際
の
課
税
価

格
（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年

格
（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の

の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
第
七
条
の
実
施
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
い
て
計

関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
第
七
条
の
実
施
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
い
て
計
算
さ

算
さ
れ
る
価
格
（
当
該
非
原
産
品
が
当
該
特
恵
受
益
国
の
輸
入
港
に
到
着
す
る
ま
で
の

れ
る
価
格
（
当
該
非
原
産
品
が
当
該
特
恵
受
益
国
の
輸
入
港
に
到
着
す
る
ま
で
の
運
送
に

運
送
に
要
す
る
運
賃
、
保
険
料
そ
の
他
当
該
運
送
に
関
連
す
る
費
用
を
含
む
。
）
又
は

要
す
る
運
賃
、
保
険
料
そ
の
他
当
該
運
送
に
関
連
す
る
費
用
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
に
準

こ
れ
に
準
ず
る
価
格
）
を
い
い
、
当
該
課
税
価
格
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
品

ず
る
価
格
）
を
い
い
、
当
該
課
税
価
格
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
品
に
つ
い
て
は

に
つ
い
て
は
、
特
恵
受
益
国
に
お
い
て
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ

、
特
恵
受
益
国
に
お
い
て
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
最

と
が
で
き
る
最
初
の
支
払
い
に
係
る
価
格
を
い
う
。

初
の
支
払
い
に
係
る
価
格
を
い
う
。

 

「
生
産
さ
れ
た
物
品
の
価
格
」
と
は
、
特
恵
受
益
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
物
品
の
当
該
国

 

「
生
産
さ
れ
た
物
品
の
価
格
」
と
は
、
特
恵
受
益
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
物
品
の
当
該
国

の
輸
出
港
に
お
け
る
本
船
甲
板
渡
し
価
格
（
輸
出
の
際
に
軽
減
、
免
除
又
は
払
戻
し
を

の
輸
出
港
に
お
け
る
本
船
甲
板
渡
し
価
格
（
輸
出
の
際
に
軽
減
、
免
除
又
は
払
戻
し
を
受

受
け
る
べ
き
内
国
消
費
税
の
額
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
価
格
を
い
う
。

け
る
べ
き
内
国
消
費
税
の
額
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
価
格
を
い
う
。

 

「
非
原
産
品
割
合
」
と
は
、
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
品
の
価
格
が

 
「
非
原
産
品
割
合
」
と
は
、
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
品
の
価
格
が

生
産
さ
れ
た
物
品
の
価
格
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
を
い
う
。

生
産
さ
れ
た
物
品
の
価
格
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
を
い
う
。

こ
の
表
の
各
項
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
お
い
て
製
造
に
つ
き
非
原
産
品
割
合
が
一
定
の

こ
の
表
の
下
欄
に
お
い
て
製
造
に
つ
き
非
原
産
品
割
合
が
一
定
の
率
以
下
と
な
る
こ
と
が

二

二

率
以
下
と
な
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
条
件
（
以
下
「
定
率
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
項

必
要
と
さ
れ
て
い
る
項
（
以
下
「
定
率
基
準
を
定
め
る
項
」
と
い
う
。
）
の
中
欄
に
掲
げ
る

の
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
（
以
下
「
製
品
」
と
い
う
。
）
の
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た

物
品
（
以
下
「
製
品
」
と
い
う
。
）
の
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
物
品
（
以
下
「
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物
品
（
以
下
「
中
間
生
産
品
」
と
い
う
。
）
が
定
率
基
準
を
定
め
る
他
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

中
間
生
産
品
」
と
い
う
。
）
が
他
の
定
率
基
準
を
定
め
る
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
に
該
当

物
品
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
製
品
に
係
る
定
率
基
準
を
定
め
る
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

す
る
と
き
は
、
製
品
に
係
る
定
率
基
準
を
定
め
る
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
中
間
生
産

当
該
中
間
生
産
品
の

に
使
用
さ
れ
た
原
産
品
及
び
非
原
産
品
は
、
製
品
の

に
直
接
に

品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
原
産
品
及
び
非
原
産
品
は
、
製
品
の

に
直
接
に
使
用
さ
れ
た

生
産

生
産

生
産

使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す

も
の
と
み
な
す
。

（
新
規
）

三

こ
の
表
の
下
欄
に
お
い
て
定
率
基
準
以
外
の
条
件
は
、
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
の
生
産
に
使
用

さ
れ
る
原
料
又
は
材
料
の
う
ち
原
産
品
に
つ
い
て
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

四

こ
の
表
の
下
欄
に
記
載
す
る
紡
織
用
天
然
繊
維
及
び
人
造
繊
維
の
短
繊
維
に
は
、
こ
れ
ら
の

三

こ
の
表
の
下
欄
に
記
載
す
る
紡
織
用
天
然
繊
維
及
び
人
造
繊
維
の
短
繊
維
に
は
、
こ
れ
ら
の

繊
維
と
人
造
繊
維
の
長
繊
維
（
当
該
欄
に
こ
れ
ら
の
繊
維
と
第
五
○
・
○
一
項
に
該
当
す
る
物

繊
維
と
人
造
繊
維
の
長
繊
維
（
当
該
欄
に
こ
れ
ら
の
繊
維
と
第
五
○
・
○
一
項
に
該
当
す
る
物

品
と
が
あ
わ
せ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
生
糸
又
は
人
造
繊
維
の
長
繊
維
）
と
を
混
ぜ

品
と
が
あ
わ
せ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
生
糸
又
は
人
造
繊
維
の
長
繊
維
）
と
を
混
ぜ

た
も
の
は
含
ま
な
い
。

た
も
の
は
含
ま
な
い
。

（
新

規
）

五

関
税
定
率
法
別
表
第
六
一
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
に
該
当
す
る
物
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
否

か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た

材
料
で
あ
つ
て
同
表
第
五

原
料
又
は

○
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
に
該
当
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
繊
維
を
含
む
か
否
か
を
問
わ
ず

、
考
慮
し
な
い
。


